
第６回認定自治体 

  
北海道9(19) （函館市）、北斗市、七飯町、（旭川市）、留萌市、稚内市、 
         士別市、名寄市、富良野市、（鷹栖町）、（東神楽町）、 
         （東川町）、釧路市、（帯広市）、音更町、芽室町、幕別町、 
         網走市、滝川市、深川市、石狩市、真狩村、南幌町、栗山町、 
         北竜町  
青森県0(4)  （むつ市）、大間町、東通村、風間浦村、佐井村 
岩手県2(2)  花巻市、西和賀町 
宮城県3(3)  岩沼市、蔵王町、美里町 
秋田県3(3)  能代市、三種町、美郷町 
山形県5(5)  寒河江市、上山市、尾花沢市、南陽市、山辺町 
茨城県2(2)  北茨城市、笠間市 
栃木県3(3)  下野市、壬生町、高根沢町 
群馬県1(1)  沼田市 
埼玉県6(6)  羽生市、深谷市、蕨市、和光市、坂戸市、三芳町 
千葉県4(4)  東金市、八千代市、いすみ市、横芝光町 
東京都7(7)  港区、新宿区、渋谷区、東村山市、清瀬市、武蔵村山市、 
                          西東京市 
神奈川県2(2)  大和市、大井町 
新潟県3(3)   糸魚川市、阿賀野市、佐渡市 
富山県1(1)  小矢部市 
石川県1(1)  白山市 
福井県1(1)   南越前町 
山梨県3(3)  甲府市、富士吉田市、都留市 
長野県3(5)  （須坂市）、小布施町、高山村、大町市、佐久市、飯綱町 
岐阜県5(5)  中津川市、美濃市、瑞浪市、羽島市、飛騨市 
静岡県6(6)  伊東市、島田市、磐田市、焼津市、袋井市、湖西市 
愛知県3(3)  津島市、田原市、幸田町 
三重県1(1)  木曽岬町 
 
 
 

第６回として認定した自治体（１６６市区町村）は以下のとおり。＜145計画、166市区町村（38都道府県）、下線は共同申請＞ 
 
滋賀県6(6)  近江八幡市、高島市、竜王町、豊郷町、甲良町、多賀町 
京都府3(3)  綾部市、城陽市、南丹市 
大阪府2(2)  泉大津市、貝塚市 
兵庫県10(10)  西脇市、加西市、篠山市、養父市、淡路市、宍粟市、加東市、 
          猪名川町、市川町、香美町 
奈良県11(11)  大和高田市、大和郡山市、橿原市、御所市、生駒市、 
                           葛城市、宇陀市、斑鳩町、安堵町、田原本町、吉野町 
和歌山県1(6)  美浜町、日高町、由良町、みなべ町、印南町、日高川町 
島根県1(1)  飯南町 
岡山県5(5)  備前市、矢掛町、 勝央町、美咲町、吉備中央町 
徳島県5(5)  阿波市、美馬市、三好市、勝浦町、松茂町 
香川県1(1)  高松市 
長崎県5(5)  壱岐市、西海市、長与町、時津町、新上五島町 
熊本県3(3)  美里町、氷川町、芦北町 
宮崎県11(11)  日南市、小林市、串間市、西都市、えびの市、三股町、 
         国富町、高鍋町、新富町、川南町、門川町 
鹿児島県3(3)  南九州市、姶良市、与論町 
沖縄県4(4)  那覇市、沖縄市、南城市、北中城村 
  
 

＊上記に加えて計画変更申請自治体が６２件。 
＊第１回、第２回、第３回、第４回、第５回認定申請と合わせて６９２件（４７都道府県７７１市区町村） 
＊鳥取県、広島県、福岡県についてはすべての市町村で認定。 
＊都道府県の後ろの数字は、計画数（市区町村数）となっている。 
＊下線部は共同申請。括弧書き自治体は既に認定を受けており、計画変更により共同して実施する市区町村が追加され、自治体が連携して第６回認定をうけたもの 
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